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国立大学法人東京大学

差　　　額
（決算－予算）

 収入 　 　 　
運営費交付金 91,376 96,174 4,797
施設整備費補助金 4,466 4,208 △257
船舶建造費補助金 - - -
補助金等収入 5,446 6,868 1,422 （注1）
国立大学財務・経営センター施設費交付金 179 179 0
自己収入 53,083 55,906 2,822
授業料、入学料及び検定料収入 15,677 15,220 △ 457
附属病院収入 35,223 37,242 2,019
財産処分収入 1 60 58 （注2）
雑収入 2,181 3,382 1,201 （注3）

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 42,708 51,542 8,833 （注4）
引当金取崩 - 3 3 （注5）
長期借入金 714 299 △414 （注6）
貸付回収金 - - -
承継剰余金 - 0 0
旧法人承継積立金 - - -
目的積立金取崩 2,137 3,138 1,001 （注7）

200,111 218,320 18,208
 支出
業務費 126,205 128,562 2,357
教育研究経費 85,164 90,976 5,811
診療経費 41,040 37,585 △3,454

一般管理費 13,029 13,894 864
施設整備費 5,359 4,719 △639 （注8）
船舶建造費 - - -
補助金等 5,446 6,868 1,422 （注9）
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 42,708 44,913 2,204
貸付金 - - -
長期借入金償還金 7,361 7,361 0
国立大学法人財務・経営センター施設費納付金 0 6 6 （注10）

200,111 206,327 6,215
- 11,993 11,993

※決算報告書は、百万円未満切捨てにより作成しております。

○予算と決算の差異について
（注1）

（注2）

（注3）

（注4）

（注5）

（注6）

（注7）

（注8）
（注9）
（注10）

○損益計算書との集計区分の相違について

（１）

（２）

雑収入については、主として財産貸付料収入等の増収に努めたことにより、予算額に比して決算額が多額となってお
ります。

産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、受託研究の獲得並びに寄附獲得に努めたため、予算額に比して決
算額が多額となっております。

財産処分収入については、予算段階では予定していなかった財産の処分が発生したため、予算額に比して決算額が多
額となっております。

収入－支出

補助金等収入については、予算段階では予定していなかった国からの補助事業の獲得に努めたため、予算額に比して
決算額が多額となっております。

計

計

平成20年度　決算報告書

　　　　　　　 （単位：百万円）

予　算　額 決　算　額 備　　　考区　　分

引当金取崩額については、予算段階では予定していなかった退職給付費用が発生したため、決算額が多額となってお
ります

長期借入金については、予算段階より調達品が安価に購入できたため、予算額に比して決算額が少額となっておりま
す。

目的積立金取崩については、教育研究の質の向上のための環境整備及びキャンパス整備実施に努めたため、予算額に
比して決算額が多額となっております。

損益計算書の役員人件費は、業務費の一般管理費に含まれ、教員人件費及び職員人件費は、業務費の教育研究経費、
診療経費、一般管理費、産学連携等研究経費及び寄附金事業費等にそれぞれ含まれています。

施設整備費については、事業の繰越等の理由により、予算額に比して決算額が少額となっております。
補助金等については、(注1)に示した理由により予算額に比して決算額が多額となっております。

業務費の教育研究経費には、損益計算書の教育経費、研究経費及び教育研究支援経費が含まれ、寄附金を財源とする
費用は含まれていません。

国立大学法人財務・経営センター施設費納付金については、予算段階より予定していた財産の売却額が増加したた
め、予算額に比して決算額が多額となっております。


